
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 金庫株の買い受けに伴う株主側の税務 

Ｑ：私は、同族会社の役員をしています。

今回、持株（帳簿価額１５０万円）のすべて

を３００万円で会社に買い受けてもらうこと

になりました。会社の資本等の金額は２００

万円です。この場合の税務上の取扱いについ

て教えてください。 

 

Ａ：売買価額３００万円と資本等（資本金

＋資本積立金）の金額２００万円との差額、

１００万円は配当所得として、また、資本等

の金額２００万円と帳簿価額１５０万円との

差額、５０万円は譲渡所得として所得税が課

されます。 

【解説】 

 企業が自己株式を取得する場合に交付する

金銭等は、税務では、資本等の払戻しに相当

する部分と利益の分配に相当する部分からな

るものと考えます。つまり、ご質問の場合で

あれば、売買価額３００万円のうちその取得

した自己株式に対応する資本等の金額２００

万円を超える金額１００万円は、配当として

取り扱われるわけです。したがって、これを

受けた株主側では、その分はみなし配当とし

て、所得税が課されることになります。 

 また、資本等の金額２００万円と帳簿価額

１５０万円との差５０万円は、本来の値上り

分として譲渡所得税（所得税２０％、住民税

６％）が課されます。 

 なお、この場合において譲渡損が生じたと

きは、他の所得との損益通算はできず、他の

株式等の譲渡益との内部通算しかできません

のでご注意ください。  
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